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                             受付番号 第  号 

                                                     ２００6 年１２月７日 

                                                                 時  分 

山県市議会議長 様 

                                                     山県市議会議員 

                                                       寺町知正   印 

                         一般質問通告書 

下記のとおり質問したいので、通告します 

質問番号 １ 番  答弁者 市長  

質問事項  市長及び市議会議員の選挙費用を税金で負担することの是非 

《質問要旨》 

「選挙公営」といって、市長や議員の選挙のときのポスター代、選挙カーの賃貸料やガ

ソリン代、運転手の日当などを負担する制度がある。候補者から請求があったら税金で負

担する制度。山県市は合併して導入した。 

２年半前の市議選は、２２人の定員に２７人が立候補した。このうち、２人は請求して

いない。私は、選挙は自分ですべきもので「税金で候補者個人を支援すること」にも疑問

があり、請求しなかった。 

全国を見ると、市民の批判もあり、基準の変更や額の引き下げなどの改革が進められて

いる。１９９９年、栃木県栃木市では選挙ポスター代の水増し請求が見つかり、市で印刷

代の相場などを調査し、あいまいな企画費をゼロとして、印刷代のみの１２万円としてい

る。愛知県内では、昨年から今年、額を引き下げたり、方法を改善した自治体もある。 

そこで、公職選挙法に基づく山県市の選挙公営関係の条例に関して質問する。 

 

１． ポスター 

ポスター代の上限３７万０7１０円の算出根拠は、条例で規定する３０万１８７５円が

いわゆるデザイン費や制作費などの企画費、１掲示板つまりポスター１枚当たり５１０円

４８銭が印刷費と考えられる。 

どんな印刷も、印刷枚数が増えるほど割安になるのは当然である。山県市の候補者一人

のポスターは１３５枚だが、この１枚あたりの印刷費単価の限度額は、２７４６円と計算

される。 

 

(１) 一般的な観点として、この印刷単価は世の中の実勢価格と合致していると考える

か、高すぎると考えるか。 

 

(２) では、具体的に、平野市長が３年半前の自らの選挙のポスター代として請求した

単価は、９５１円だった。条例の限度額２７４６円の１／３だが、どちらが妥当だと考え

るか。 

 

(３) 前回市議選で、税金からの負担を請求した２５人の候補のうち、上限額の９５％

以上の額を請求したのは６人だ。つまり、ポスター１枚あたり２６００円から２７００円

を請求している。５０％以上、つまり１枚あたり約１４００円以上の単価で請求したのは
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計１０人だ。 

他の自治体の例を見ても、相場をみても、１枚１０００円の単価設定でも高いという人

もいる。現市長は、先の９月議会末日に来年の市長選挙―の再選の意向を表明した。自ら

の選挙こそ、実態に即した制度にすべきとの意見もある。 

企画費はゼロにして、単価を１０００円とするよう条例改正してはどうか。 

 

(４) 入札でも公正を確保するために積算書・内訳書などを提出させる。ポスターも、見

積書・内訳書を添付させるべきとの意見がある。申請に内訳書を添付させてはどうか。 

 

２． 車の燃料費について 

選挙カーの燃料費として、条例は１日当たり７３５０円を規定している。 

前回市議選の候補者の請求を見ると、みな、普通車の５ナンバーの乗用車か４ナンバーの

バンなどである。 

条例の１日の上限７３５０円を当時のガソリン代で割り、燃費をリッター８キロで計算

すると、１日５００キロ以上走ることになる。１日５００キロ以上というのは、国会議員

の候補が広大な選挙区を急いで走り回った時の稀な走行距離で、全国のテレビや新聞で話

題になるほど珍しい。 

山県市の市長選や市議選としては、ありえないこと。９５％以上の請求は１人。５０％

以上で見れば計５人だ。条例の上限は、実際には走行不可能な距離だ。 

 

(１) 市長は、この上限の設定を妥当だと考えるか、高すぎると考えないのか。 

 

 (２) 山県市は、請求の書類に選挙カーの車種を記入させている。ポスター代同様、内

訳書に、選挙カーの選挙期間中の最初と最後の走行距離のメーターの表示キロ数と写真を

添付させれば、候補者のコスト意識も高まるという議会人の意見がある。「表示キロ数申

告と写真添付」を導入してはどうか。 

 

３． 果たして必要な制度か 

 私は、市民に聞いてみた。ほとんど誰も、そんなこと、つまり、選挙のポスター代、選

挙カーの賃貸料や車の燃料費、運転手の日当なども税金で払われているということを知ら

ないという。候補者が申請した場合という前提だけれど、そもそも、「財政難の折り、そ

んな制度、廃止すべき」「自分で選挙に出るんだから、自分で払うべき」という声だ。 

 ３年前の市議選で、市が、つまり市民の皆さんの税金で負担したこの候補者のための費

用は、何と１０２０万円にもなる。 

 市の財政が破綻寸前であることは極めて重大な事実である。 

 この際、市民の理解を得られるとは思えないこの選挙の候補者の費用を税金で負担する

という条例は廃止してはどうか。来年の４月のあなたの市長選の前に。  

   以上 


